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自分の意思が社会を創る 

                                       

                                           

カリキュラムセンター指導主事研究会議 

    小堤 紀子       鵜木 朋和    大野 恵美    濱野 雄功    岩崎 知美                                                    

Ⅰ 手引き作成の意図                                   

平成27年６月、公職選挙法が改正され、選挙権年齢が満20歳 

以上から満18歳以上に引き下げられたことに伴い、若者が有権

者として求められる力を身に付けるための教育（主権者教育）を

推進していくための手引きとして作成した。 

総務省・文部科学省は高校生用の副教材「私たちが拓く日本の

未来」を作成し、全ての高校生に配付した。この副教材では、高

校生が身に付けることが期待される公民としての資質や能力につ

いて、①現実の具体的政治事象を取り扱うことによる政治的教養

の育成、②違法な選挙運動を行うことがないような選挙制度の理

解を図ることを示している。 

本市においても、子どもたちが有権者として求められる力をし

っかりと身に付けることが、これまで以上に重要になっていくと

考えた。そのためには、高等学校におい

て、政治的教養を育むことや選挙制度の

理解を図るとともに、小・中学校におい

てもそれぞれの発達段階に応じて主権者

教育の視点を盛り込んだ学習を適切に進

めていく必要がある。本冊子「自分の意

思が社会を創る」は、各学校が主権者教

育を教育課程に位置付け、授業実践をし

ていくための指導資料として活用できる

よう作成している。 

 

Ⅱ 手引きについて 

１ 手引きの概要 

小・中学校の内容については、社会科、特別活動、総合的な学習の時間の中で、主権者教育の視点を取

り入れた指導の在り方について実践例を中心に記載した。高等学校については、公民科や特別活動、総合

的な学習の時間に、総務省・文部科学省が作成した副教材「私たちが拓く日本の未来」をより効果的に活

用していくための視点等について示した。また、特別支援学校・特別支援学級についての活用事例も示し

ている。 

他にも、主権者教育の指導にあたり、教員が身に付けておくべきこととして、公職選挙法改正の背景や

政治的中立性の確保に関すること、高校生の政治的活動に関すること等を記載している。関連して、より

実践的な指導を可能にするため、議会局や選挙管理委員会の取組も記載した。 

 

主権者教育の手引き    
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２ 表題「自分の意思が社会を創る」 

本市の目指す主権者教育では、子どもたちが

日常の場面において、友達同士で、あるいは家

族で、そして時には地域の方々と共に、社会問

題や政治問題を論じたり、地域課題や学校の問

題について語り合ったりする姿や地域課題に向

き合い主体的に行動していく姿を具体的に描い

ている。このような姿を実現していくために本

市では、子どもたちの意識の中に「自分の意思

が社会を創る」という思いを芽生えさせ、育て

ていく教育を大切にしていきたいと考えた。 

「自分の意思が社会を創る」という思いをも

つことによって、社会問題や地域課題につい

て、「自分はどう考えるか」「友達や家族はどう

思っているのか」「自分の考えを伝えてみよう」

等の課題意識を抱くことができ、そのことによ

って「自分は何ができるのか」「自分でできるこ

とをしてみよう」「自分の力でよくすることができ

る」という、主体的な社会参画の姿勢が育つと考えた。そこで、主権者教育の手引きとなる本冊子は「自

分の意思が社会を創る」をテーマとして掲げることにした。 

 

３ ４つの学習活動「気付く」「話してみる・聞いてみる」「実践する」「振り返る」 

「自分の意思が社会を創る」という思いを

育むために、主に社会科や公民科、特別活

動、総合的な学習の時間に「気付く」「話して

みる・聞いてみる」「実践する」「振り返る」

という活動を大切にしたいと考えた。 

本研究では「気付く」を、身近な問題や世

の中で実際に起こっている出来事を自分のこ

ととして捉え、課題意識をもつこととしてい

る。「話してみる・聞いてみる」とは、自分が

感じたことや考えたことを話したり、周囲の

考えを聞いたりしながら、考えを修正した

り、より確かなものにしていくこととし、「実

践する」とは、気付き考え、周囲と語り合う

中で、自分にできることを考えたり、実際に

行動したりする活動とし、「振り返る」とは、

実践や学んだことを振り返り、次の活動につ

ながるよう意識を高めていく活動としてい

る。これらの４つの学習活動を通して成就感

や達成感を得ることにより、またやってみよ

うという意欲や自分にもできるという自信を高め、「自分の意思が社会を創る」という思いを育むととも

に、自己肯定感の向上にもつながるものと考えた。 
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４ 小・中・高等学校を見通した指導の在り方 

 普段の授業の中で「少しの工夫」を行いながら主権者教育を推進していくために、「小・中・高等学校

を見通した指導の在り方」を掲載した。主権者教育のつながりを意識して取り組めるよう、小・中・高等

学校の社会科、地理歴史科・公民科、特別活動、総合的な学習の時間における単元（題材）を示し、各学

校の教育課程に主権者教育を位置付けられるようにした。 

 

５ 指導にあたって        

「指導にあたって」

のページでは主権者教

育を推進するにあた

り、現状として押さえ

るべき事柄について示

している。 

「我が国の若年層」

「川崎市の子どもた

ち」等について、衆議

院選挙の投票率の推移

や平成27年度の全国学

力・学習状況調査の分

析結果等を掲載した。 
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６ 実践例 

 主権者教育に取り組む際に参考にできるよう、小・中学校における社会科、特別活動、総合的な学習の

時間について「実践例」のページを掲載した。見開きの左ページでは、各教科等の学習指導要領と主権者

教育との関連や、単元（題材）における指導の視点等を示した。右ページでは、単元（題材）の具体的な

流れを示すとともに、「気付く」「話してみる・聞いてみる」「実践する」「振り返る」の４つの活動を単元

（題材）の流れに位置付けて示した。 

 

 

また、高等学校においては、総務省・文部科学省発行の副教材及び指導資料を有効に活用して取り組め

るよう、学習内容と副教材及び指導資料との関連、取組例や留意点等を示した。 

 

Ⅲ 今後の方向性  

・発達段階に応じて、４つの学習活動を意識して行うこと、その活動を通して成就感や達成感を得ること

で、「またやってみよう」という意欲や「自分にもできる」という自信をもつことができる。地域や社会

とのかかわりを自覚し、主権者として社会に参画する資質・能力を育てるためにも、小学校・中学校・

高等学校を見通して「自分の意思が社会を創る」という意識を小学校の段階から育むことが必要である。 

・主権者教育を推進するためには、「これまでの取組に少しの工夫を行う」ことが大切である。各校が主権

者教育を教育課程に位置付け、授業者が大きな負担を感じることなく授業に取り組めるよう、指導計画

作成等の具体的な方法を検討し、授業実践を重ねていく必要がある。 

 


